
 

令和８年度 

上山市危険空家解体事業費補助金 
補助内容：解体費用の４０％（上限８０万円）を補助します。 

上山市内に存する老朽化し危険で現に使用されていない建築物を保有し解体しようとして

いる方に、解体工事費の一部を補助します。 

１ 対象建築物 （１）～（４）すべてに該当する建築物 

（１） 鉄筋コンクリート造並びにコンクリートブロック造及び補強コンクリートブロッ

ク造を除く建築物 

（２） 登記種類又は課税種類が居宅（集合住宅含む・延床面積の過半以上が居宅の用途に

供するもの）となっている建築物 

（３） 市で事前調査を行い、市が補助対象建築物と認めた建築物 

（４） 周辺環境に影響を及ぼす建築物 

その他にも条件があります。 

 

２ 補助対象者 （１）～（３）いずれかに該当する方 

（１） 補助対象建築物の登記事項証明書（未登記の場合にあっては固定資産税家屋台帳又

は固定資産税納税通知書）に所有者として記録されてある方（法人を除く。） 

（２） （１）に規定する方の相続人。 

（３） （１）、（２）に規定する方から補助対象建築物の解体について同意を受けた方。 

※（１）～（３）に該当する方であっても、複数の共有である場合又は補助対象建築物の登

記事項証明書の所有権以外の物権の設定がある場合については、ご相談ください。 

 

 

３ 補助対象とならない場合 

（１） 補助金の交付決定前に着手した解体工事 

（２） 他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする解体工事 

（３） 補助対象建築物（長屋住宅を除く）の一部のみを解体する工事 

（４） 令和８年１０月末日までに事前調査申込書を提出できない方 

（５） 令和９年２月末日までに補助事業等実績報告書を提出できない方 

（６） 市税等の滞納がある方                     など                  

    詳しくは、ご相談ください。 

問合先：上山市建設課 エリアマネジメント推進室 

電話０２３－６７２－１１１１ (内４２３)    

 

  

４月１日 受付開始 

裏面も必ずご確認ください！ 



補助金交付の流れ（詳しくは、ご相談下さい。） 

① 事前調査申込み 

補助金の交付を受けようとする建築物の 

□ 付近見取図、配置図、平面図 

□ 現況写真（２面以上） 

□ 建物登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書の写し） 

□ 共有者同意書（２人以上共有者の記載がある場合） 

□ 相続人同意書（相続人が２人以上で分割登記されていない場合） 

□ その他市長が必要と認める書類 

※所有権以外の物権の設定がある場合はご相談ください。 

※屋根の上等の確認が困難な箇所の調査を希望する場合は足場設置等の対応をお願いします。 

 

 

② 交付申請（補助対象建築物と認められた場合） 

□ 補助金等交付申請書 

□ 事業実施概要書 

□ 令和７年度納税証明書（市税） 

□ 建設業法に規定する土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る許可

の通知書または建設リサイクル法に規定する解体工事業に係る登録の通知書（写し）※解体する

業者が所有 

□ 事前調査結果通知書（写し） 

□ 補助対象工事の見積書（内訳明細の記載があるものに限る。） 

□ 補助対象建築物の平面図及び床面積求積図、求積図の実測値を証明する写真 

※求積図の算定は実測値によるもので小数点第三位以下は切り捨てて計算すること 

□ その他市長が必要と認める書類 

□ 補助金の振込口座がわかる書類（通帳、キャッシュカードの写しなど、名前の読み方がわかるもの） 

＜所有者以外の方が申請する場合は次のものが必要な場合があります＞ 

□ 同意書及び同意した方の印鑑証明  □ 相続関係図及び相続関係が確認できる戸籍謄本 

 

 

  

③ 実績報告（解体工事完了後） 

□ 補助事業等実績報告書 

□ 事業完了報告書 

□ 補助対象工事に係る工事請負契約書（写し） 

□ 補助対象建築物の解体後の写真 

□ 補助対象工事の代金を支払った際の領収書の写しなど 

□ その他市長が必要と認める書類 

 

④ 補助金交付請求 

□ 補助金交付請求書 

事前調査結果が通知されます 

交付決定が通知されます 

（交付決定後に、工事請負契約及び解体工事に着手願います。） 

 

 

 

 


